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書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用 )

(注意事項)

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前 2年 (初 回のみ 2年、更新は5年 )内に終了し

た各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月 決算法人が24年 6月 に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなければ、実

績判定期間は初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日 から24年 3月 31日 (更新時は5事業年度)と なりま

す。
・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを

記載してください (第 2表以下についても同様です。)。

・ なお、認定審査の過程において、年3, 000円 以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合があ

りますので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

法人名 特定非営利活動法人フィリピン日系人リーガルサポートセンター 実績判定期間 平成 28年 1月 1日 ～平成 29年 12月 31日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円 以上である寄附者の合計

数が年平均 100人以上であること

【留意事項】

1 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

2 寄附者の数の算出に当たつては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。

3 役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないてください。

【寄附者名簿チェック欄】

□ 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

□ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

□ 役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上記の相で「いいえ」にOがついた場合は、下記の相で判定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円 以上の寄附者の数が年 100人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円 以上の

寄附者の数

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

B 月

×  12
人 ≧ 100人実績判定期間の年 3,000円 以上の寄附者数

実績判定期間の月数

↑

小数点以下は切り捨てます。

実績判定

期間内の

各事業年度

◎ ⑪ ◎ ① ◎ ①

平成
"年

1月 1日 平成四年 1月  1日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成
"年

12月 31日 平成29年 12用 1日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

年 3,000円 以上の寄附

者の数が 100人以上で

ある

は い・いいえ は い・いいえ はい 。いいえ はい 。いいえ はい 。いいえ はい 。いいえ

チ ェ ッ ク ‖闘

′

A
人

B
月

自

至



‐

V

書式第 6号の① (法第44条・ 51条・ 58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人り…ガルサポ̈トセンター チェック1喘

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が 50%未満であること ′

イ 会員等に対する責産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①

(指標 )

76,399,902円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 0円

O②ヘ

基準となる割合 (②―①) ③ 0%

イ 会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行わ

れるもの等を除く。)に係る金額等

③

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が

会員等である活動に係る金額等

⑤

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を

求める活動に係る金額等

◎

0円

合  計   (④ +⑤+◎+①+◎ ) ① 0円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

‐

法人名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター チッタ樹聞

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ノ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割
△

(②÷①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④―⑥

① ② ③ ④ ⑤

③ 28年 1月 1日 ～
"年

12月 31日 6人 0人 0% 2人 3■ 3%

⑤ 四年 1月 1日 ～29年 12月 31日
6人 0人 0% 2人 3,3%

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
6人 0人 0% 2人 33. 3%

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③吸訳〕こついては、′IЧ枚点以下第2位を切り捨てた数値を配載してください。

(例)33. 333・ ・・96 ‐→ 33. 396

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

はし`

いいえ

回]

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

匝コ

いいえ

し

∝意事Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第騎条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等

定款第28条 1項

「各正会員の表決権は平等なものとする。」

と規定する
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項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

いいえ

はい

い`

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

は い

いいえ

回 ]

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

[亘]

いいえ

項
日

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・□ 有・□ 有・無 有・無 有・無 有・□

V

し

第3表 ('CD

礎意コ③

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります|。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある:場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lま 碇敷 (又は会貝0第○条に正会員の表決権 (又は議決

権∋は平等に一票を与えると規定」のように講 します|。

.,\o/&m 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「①」から「◎」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「l,い上

|こ」Ω」_L2L塑童全とこl菫監査証盟豊を杢

付L≦くださいL
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の 「
1まし」 に「○」

した場合には、第3表イ寸表 2 「帳簿組

織の塗ュ上を記載し添付してくださしヽ

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

記載要領の補足
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

※PNLSC Inc.は 、 フィ リピン 日系人 リーガル サポー トセ ンター Inc.の略

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人 フィリピ

ン日系人り→
゛
〃ホ・―トセンター

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 6人 6人 人 人 人 6人

0人 0人 人 人 人 0人

2人 2人 人 人 人 2人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申誇時
就任・退任

年月日

河合 弘之

青木 秀茂

伊藤 英男

)='tr)Y'
7, 

^78

星 長吉

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

H16.5

31就任

H18.5

29就任

H16.5

31就任

H16.5

31就任

H16.5

31就任

伊藤 佳江

監事 ○ ○ ○

H16.5

31就任
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書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(記載要論D
「伝票又は瞑簿名」欄は、例えば n現金出納帳」、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。

. 「左の1眼簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、ウレーズリーフ」、「装T隈簿」などのように記載します。

. 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬D
がないときは、添付を省略することができます。

第3表付表2

に記載した内容に変更

法 人 名 特定非営利活動法人フィリピン日系人リーガノレナポートセンター

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (Л)L)使用

)v-At)*7

随時 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (JDD使用

ルーズリーフ

随時 7年

給与台帳 エクセル使用

ルーズリーフ

毎月 7年

入 。出金伝票綴 単票 随時 7年



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準.等チェック表  (第 4表 ) (初ヨυ

法人名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター チェッタ櫛旧

事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人
と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人
の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上
記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で
あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

4

項 目 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ 申言離キ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有 有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 回

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有 有・□ 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有

rF'セα)クⅥ哉σ>候訥甫嗜
'自

:し
くは14M哉に

ある者又閣女党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 有 □ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有

イ

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申罰早寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別¢禾1協Eの供与の有無

有・囲 有・□ 有・無 有・無 有 。無 有。国

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別¢禾I撚:の供与の有無

有・□ 有・□ 有・無 有・無 有・無 有・国

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の時 の有無
有・国 有。□ 有・無 有・無 有・無 有・□

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候儲 若しくは公職にある者に対する割附の有無
有。国 有。□ 有・無 有・無 有・無 有・□

｀ ノ

し

∝意1亭曰

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。

ノ

□

□ □
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(第 4表 次葉)

G意1中0
・「認定基準等チェック表 (第 4表 次凛D(ハ及び二)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に

は記載及び添付の必要はありません。                                         ,
・「ハ及び二」α〕こついては、′11枚点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

項
口
Ｈ 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 76,3(D,Ⅸ )2円

特定非営和括動に係る事業費の額 ② 76,優冷,"2円

特定非営利活動の割合 (②―①) ③ 100%

ハ

注・「ハ」について、事業費以外の指

標により計算を行う場合ロム

使用した指標及び単位を配崚

してくださしヽ

・損益掛

"書
により算出した場

合については 配嘔要傾DI注意

事項をご確目くださしヽ

使用した指標 単位

算[出か を具体出こ示す資料を

洒付してくださしヽ

項
日

【 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 97,3%0〔Ю円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額
② 76,399,Ⅸ )2円

受入寄附金の充当割合 (②―①) ③ Ъ.0%
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

嵯意事Q
「役員等に対する報酬等の状況 (第 4表付表 1)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時には配載

及び添付の必要はありません。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

法  人  名 特定井消禾|」活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係に1)にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 (実績判定塑固及び申誼豊の提

か の日までl について以下の項目を記載してくださ´
つ

しヽ

(注 1)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 朗 人である関係汲び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記Э又|りに掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

1役員報酬の支給

氏    名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

な し 円

円

円

円

円

円

2 役員の親族等 ¨ )である職員に対する給与の支給

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

な し 円

円

円

円

円

円

(注 2)「役員の親潔罰 と|よ 役員¢洒己偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます (「特殊の関係」

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及轍

集 計 期 間 平成28年  1月  1日  ～ 平成30年 6月  18日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6人 34,502,653円
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書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

(注意:朝D
・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出

時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

法  人  名 特定非営禾1括
:藪
法人 フィリピン日系人リーガルナポートセンター

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 (実績判

定期固丞び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について以下

の項目を記載してくださし、

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 朗 人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上認①l又は0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人との関

係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人との関

係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の他 の 取 引条 件 等

該当なし



V

し

∝意事つ

「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時には

記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に耐載した事項について、

添付を省略することができます。

取引先の氏名等
法人 との関係

役 務 の 提 供 の 内 容
役務の提供

年月日
対価の額 その他の取引条件等

就籍申立費用(弁護士報

酬

I128.1.1‐

I■28.12.26
80,ⅨЮ円

1件 80,0∞ 円

I129.1.1‐

1129.12.28
160,∝Ю円

事務所家賃 H28.1.1-

I130.6.18 3,245,&Ю 円

月額 111,9"円

賃貸借契約に基づ

く

フィリピンでの情報収

集、人材提供の業務委託

H18■ .1‐

1128.12.31 lι767,418

円

覚書に基づく

I129.1.1・

I129.12.31

17,554,527

円

I130.1.1・

I130.6.18
10,166,268

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む|。 )

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

なし

3 支出した寄附金 (実績判定期間及び申請書の提出日 日から申請書の提出の日までに支

出した窒堕全)

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

H29.9.26 3,αЮ円 日本への一時帰国中活

動費

H29.9.26 3,αЮ円

ヨ29,26 ι∝Ю円
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書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 5表 )

(滋軸

・ 認定基準等チエック表第5表は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター わ 湘

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格亭由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

O

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に1よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細厠l(祖渇則D等がある場合日ま その中瞑:10L勾規貝,D等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対鷺な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書0                           1
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写u登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又|ま顧 給与の支給に関する規程

ホ

次の事項をi調載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事頃

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額|の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 早静付者 (役員、役員い 己イ風者若しくは三親等以内¢湧魁夷又|ま役員と特殊の関係のある者で、当該ツしヽ に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及0受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

□



V

V

書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 胞.脚
|1隔願法人フィリク日系人リールけポートセンター

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チエック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

∝意事Q
・ 法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書

'Dの
提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書煩)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チック1闘

ノ

特定非営禾I蕗:動1匙螢法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑥ ◎ ⑥ ◎

□ 征 征 有 盛
か 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ガ旱ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑥ ◎ ④ ◎ 申 請 時

有 □ 有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 盛
小

有 □

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第i項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チック欄

ノ

事業年度 1月 1日 ～ 12月 31日 設立年月日 平成 16年 5月 31日

□



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター チック欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることがで
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

更新の基準に力功 わヽらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
きません。

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5
い者

り消された場
.は当該仮認定

年を経過しな

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2餌 条等 C」申■1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 |ヨ 菫̈2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認
定=返塾定二」認定の有効期間の亘新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書 予そあ4丁覇ぎ[
凹¨ 墓丞び童区堕世塾 菫付を受けた滞納処分|三係る納税証明書の添付が必要となります)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非首附寵岬ひめ瀧定を取り消された場合又は仮認定特定非増禾̈ 渉熙定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営禾1括ヨ法人又は当該仮認定特定非営

":陪

動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しなし渚の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しなし渚の有無
有 □

特定非営禾1幅コイ足進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は|コ脱若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・□

認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 |まい・

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・ 回盟

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ いいえ

瀞
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書

壁:24■」塑 E堕塁幽 E懸【塾 二壺塑里聾圭」壁2望二奎生量 重菫雄 艶 望望≧笙墨 菫量麺奎整埜 量
=墜

上 ___
(注 1)その他の事彩り罰`ある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添イ寸すること

(注 2)役員報酬隈程等提出書には添付不要

匡Biに係る1重加算税又は地方税に係る重加算金を課さ:れた日から3年を経過しない喘晏人 は い ・
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書式第16号 (法第44条・51条・58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法   人   名 特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター

寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名

みずほ銀行 四ツ谷支店 普通預金

フィリピン日系人リーガルサポートセンター

ゆうちょ銀行 振替口座

フィリピン日系人リーガルサポートセンター

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月
実施予定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当予

額

※単位 :万円

フィリピン1残留日系人
の日本国籍回復支援

事業

フィリピンでの残留者から

の間き取りをもとに日本国

内で父親の身元調査を実

施し、身元が判明した2世

については①就籍②戸籍
への出生事項記載申出等

の方法により国籍回復を支

援する。
・フィリピン残留日系人及び

その子孫からの日本国籍

取得に関する相談に応じる
。フィリピンにおける調査、

書類収集手法を共同で事

業を行う各地の日系人会ス

タッフと共有するための会

議を開催する

常時 フィリピン国

内

日本国内

法人事務所

および各地

の家庭裁判

所

6人 フィリピン全

上の残留 日

系人2世

1000人

3800

フィリピン残留日系人

の一時帰国支援事業

フィリピン残留者問題を広く

社会に訴えることを目指

し、2世の肉親捜し、親族

対面、家裁出廷等を目的と

した一時帰国を支援する

年3回 フィリピン国

内

日本

法人事務所

5人 フィリピン残

留日系人2世

10人

400

フィリピン残留日系人

に関する研究、講

演、広報、出版事業

・ホームページや和英ニュ

ースによつて活動報告する

・学校、団体等に出向き、

活動や問題について出張

講義する

随時 フィリピン国

内

日本

法人事務所

5人 日比両国民

5000人

150

フィリピン残留日系人

に関する政策提言事

業

あらゆる方法を講じて問題

解決の提言をする

随時 フィリピン国

内/日 本

法人事務所

4人 フィリピン全

土及び在 日

フィリピン日

系人5万人

80

フィリピン残留日系人

社会の経済的、文化

的発展のために寄与

する事業

フィリピンの日系人組織|の

小規模起業、若手人材育

成、日本語教室運営等を

側面支援する

随時 フィリピン国

内/日 本国

内

5人 フィリピン全

上の残留 日

系人2世

5000人

300

(注意事Q。 「寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名」については、日座番号は記入する必要はありません。




